
（介護予防）短期入所生活介護重要事項説明書 

（ 令和  7年  3月 31日現在） 

 

１． 当施設が提供するサービスについての相談窓口 

電話 ０４５－５１１－７７８８ 

担当 生活相談員 五十嵐 英世 

※ ご不明な点は、何でもお尋ねください。 

 

２． 特別養護老人ホーム 横浜ナーシングビレッジ概要 

（１）施設の名称・所在地当 

施設名 特別養護老人ホーム 横浜ナーシングビレッジ 

所在地 神奈川県横浜市緑区白山４丁目７４番３号 

事業者番号 神奈川県指定 １４７３３０１４１２ 

施設長名 倉持 あおい 

 

（２）施設職員の体制（併設介護老人福祉施設） 

 資格 常勤 非常勤 業務内容 計 

管理者 社会福祉施設

長資格認定 
１名  

施設の総合的な管

理 

１名 

医師  
名 １名 

ご利用者の健康管

理 

１名 

生活相談員 社会福祉主事

任用 
２名  

ご利用者ご家族に対

する相談援助 

２名 

管理栄養士  
１名  

ご利用者の栄養に

関する管理 

１名 

介護支援専門員 ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ ２名  ケアプランの策定 ２名 

機能訓練指導員 あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ

指圧師 
１名  機能訓練指導 1名 

事務職員  １名  総務・経理 １名 

介
護
・看
護
職
員 

看護師 2名 2名 ご利用者の健康管

理 

 6名 

准看護師 1名 1名 

介護福祉士 20名 8名 ご利用者の介護全

般 

  28名 

介護初任者研修・実務者研修 10名 1名   11名 

その他 9名 0名   9名 

 

（３）同施設の設備等概要 

定員 １０名 医務室 １室 

居室（個室） １０室（１室１５㎡） 食堂（談話室兼） １室 

浴室 一般浴槽と特別浴槽

があります。 

機能訓練スペース ２スペース 



３． サービス内容 

（１）介護保険サービス 

① （介護予防）短期入所サービス計画の立案（利用日数が４日を超える場合） 

ご利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、「居宅サービス計画」（「介護予防サービ

ス・支援計画書」）に沿って、「（介護予防）短期入所生活介護サービス計画」を立案いたします。 

② 居室 

各居室、個室となります。１０居室にて１ユニットとして、各ご利用者が交流し共同生活を営める

設備・構造となっております。 

③ 食事 

朝食：午前８時００分～午前１０時００分 

昼食：午後０時００分～午後２時００分 

夕食：午後６時００分～午後８時００分 

管理栄養士（又は栄養士）により、栄養の管理並びにご利用者の身体の状況及び嗜好を考慮し

たものを提供いたします。 

ご利用者の身体の状況に応じ、療養食の提供を行います。 

④ 入浴 

週に２回以上、入浴または清拭を行う。但し、ご利用者に疾病等により医師が入浴を行うことが

適当でないと判断する場合には、この限りではありません。 

⑤ 介護 

「（介護予防）短期入所生活介護サービス計画」に沿って下記の介護を行います。 

着替え、排泄、食事等の介助、おむつ交換、体位交換、シーツ交換、施設内の移動の付添い等 

⑥ 機能訓練 

各ご利用者の状況に応じ、２・３階の機能訓練スペースにて機能訓練を行います。 

⑦ 生活相談 

生活相談員に生活に関する相談を行うことができます。 

⑧ 健康管理 

医師及び看護職員がご利用者の健康状態に注意し、日常における健康保持のための適切な措

置を行います。 

⑨ 見守り支援システム 

ご利用者様の安全確保及び睡眠の質向上、ならびに生産性向上のため、各利用者様に介護ロ

ボットを使用します（見守りカメラ含む） 

ただし、その使用を利用者及び家族が希望しない場合は、施設に申し出することにより使用を中

止することができます。 

 

 

（２）介護保険外サービス 

① 理美容サービス 

理美容師が来園し、希望に応じた理美容サービスを提供いたします。料金は、実費となります。 

② 買い物代行 

ご希望に応じ、買い物（ご本人選択による日用品等）の代行を行います。利用料金は、【契約書

別紙】のとおりです。 



③ 特別な食事の提供 

通常の食事にかかる費用を超える材料を使用して特別な調理を行う選択食をご希望者に提供い

たします。利用料金は実費となります。 

④ 社会生活上の適宜の供与等 

年に数回、施設全体での交流を図るため行事を行います。また、趣味、教養、娯楽設備等を整え、

ご利用者自らが希望・選択する自律的な生活を図れるよう支援を行います。 

⑤ その他 

その他、ご利用者等のご希望により、郵送物の手続き代行や書類複写等の事務的支援を行うこ

とができます。職員にご相談下さい。利用料金については、【契約書別紙】のとおりです。 

 

４． 利用料金 

（１） 基本サービス料金 

介護認定 単位数 
１日の報酬額

（円） 

１日あたりの自

己負担額 1割

（円） 

１日あたりの自

己負担額 2割

（円） 

１日あたりの自

己負担額 ３割

（円） 

要支援１ ５２９ ５，７５５ ５７６ １，１５２ １，７２８ 

要支援２ ６５６ ７，１３７ ７１４ １，４２８ ２，１４２ 

要介護１ ７０４ ７，６５９ ７６６ １，５３２ ２，２９８ 

要介護２ ７７２ ８，３９９ ８４０ １，６８０ ２，５２０ 

要介護３ ８４７ ９，２１５ ９２２ １，８４４ ２，７６６ 

要介護４ ９１８ ９，９８７ ９９９ １，９９８ ２，９９７ 

要介護５ ９８７ １０，７３８ １，０７４ ２，１４８ ３，２２２ 

（２級地のため、１単位が１０．８８円 ） 

 

(２)加算料金等（※印は職員配置等により変動が生ずる場合があります。） 

区     分  １日の単位 

１日あたりの 

自己負担額 

1割（円） 

１日あたりの 

自己負担額 

2割（円） 

１日あたりの 

自己負担額 

3割（円） 

備考 

送迎費（片道分） １８４ ２００ ４００ ６００ 
片道分 

通常送迎地域 

※看護体制加算（Ⅰ） ４ ５ １０ １５  

※看護体制加算（Ⅱ） ８ ９ １８ ２７  

療養食加算 ２４ ２７ ５４ ８１ １回につき８単位 

在宅中重度者受入加算（Ⅰ） ４２１ ４５８ ９１６ １，３７４  

在宅中重度者受入加算（Ⅲ） ４１３ ４４９ ８９８ １，３４７  

医療連携強化加算 ５８ ６４ １２８ １９２  

看取り連携体制加算 ６４ ６７ １３４ ２０１  

緊急短期入所受入加算 ９０ ９８ １９６ ２９４  

若年性認知症受入加算 １２０ １３０ ２６０ ３９０  

※夜勤職員配置加算（Ⅱ） １８ １９ ３８ ５７  



※機能訓練体制加算 １２ １３ ２６ ３９  

個別機能訓練加算 ５６ ６１ １２２ １８３  

※サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２ ２４ ４８ ７２  

※サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８ １９ ３８ ５７  

※サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６ ７ １４ ２１  

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １００ １０８ ２１６ ３２４ １月当たり 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １０ １１ ２２ ３３ １月当たり 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 合計単位数の１４．０％ １月あたり 

 

（３）上記利用料については、所得に応じた下記減免措置の制度があります。 

１） 高額介護サービス費の支給 

１か月の介護サービス（介護保険対象分）の１割負担の合計額が所得に応じた下記上限額を超え

た場合には、超えた分が申請により払い戻されます。 

対象者 自己負担上限 

・ 生活保護受給者の方 

・ 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方 １５，０００円（世帯） 

 

 

・世帯全員が市民税非課税の方で、課税年金収入額と 

・合計所得金額の合計が年間８０万円以下の方 
１５，０００円（個人） 

２４，６００円（世帯） 

・ 世帯全員が市民税非課税の方 
２４，６００円（世帯） 

・ 市民税課税～課税所得３８０万円（年収約７７０万円）未満 ４４，０００円（世帯） 

・ 課税所得３８０万円（年収約７７０万円）～課税所得６９０万円（年

収約１，１６０万円）未満 
９３，０００円（世帯） 

・ 課税所得６９０万円（年収約１，１６０万円）以上 １４０，１００円（世帯） 

 

2）その他自己負担を軽減する制度について 

・横浜市在宅サービス利用者負担助成 

 自己負担額（介護保険１割分）の一部を助成 

 市民税非課税世帯、収入要件等基準があります。 

・社会福祉法人による利用者負担の軽減 

 自己負担額（介護保険１割負担、食費・居住費）を１／４に軽減 

 市民税非課税世帯、収入要件等基準があります。 

 

（４）所定料金（介護保険法で基本サービスとは別に利用者が自己負担することとされ、事業所ごとに

利用者との契約に基づくものとされているもの） 

①食事代 

 １食あたり 朝食 ４００円  昼食 ６００円  夕食 ６００円 

  （１日あたり １，６００円） 



 ※食事代については、所得に応じた下記減免措置の制度があります。 

②居住費 

 １日あたり ３，２００円 

 ※居住費については、所得に応じた下記減免措置の制度があります。（日額） 

段階 対 象 者 居住費 食 費 

第１段

階 

生活保護受給者 
８８０円 ３００円 

住
民
税
世
帯
非
課
税 

老齢福祉年金受給者 

第２段

階 

非課税年金額、合計所得金額と年金収入の

合計が 80万以下の方 

預貯金等の合計金額が基準額以下 

８８０円 ６００円 

第

３

段

階 

第

３

段

階

① 

非課税年金額、合計所得金額と年金収入の

合計が 80万円超の１２０万円以下 

預貯金等の合計金額が基準額以下 １， ３７０円 １，０００円 

第

３

段

階

② 

非課税年金額、合計所得金額と年金収入の

合計が１２０万円超 

預貯金等の合計金額が基準額以下 １， ３７０円 １，３００円 

  

③日常生活費（以下課税、税込） 

個別で必要とする物（ただしオムツを除きます）につきましては、お客様の方の全額負担となっており

ますのでご了承ください。基本的にご持参ください。 

 

④個別サービス利用料金 

サービス項目 サービス内容 料   金  

理美容サービス 
理容師、美容師が来園し、理美容サー

ビスを提供した場合 

実費をご負担いただき

ます。 
 

特別な食事 

（本人希望） 

花見・夏祭り・敬老会・新年会などの自

己選択での食事や出前等 

実費をご負担いただき

ます 
 

おやつ代 １５時におやつの提供を行います。 １００円 １日 

口座自動引落手数

料（原則月１回） 

施設ご利用料金の支払を口座自動引落

にされた場合の手数料 
１５７円 １回 

通信運搬費 郵便物・郵送物等の郵送料 実費  

書類複写費 記録物等の複写にかかる費用  １０円 １枚 

医療機関利用 医療機関受診時の診療報酬、処方薬品費用 実費  

その他実費負担に

て負担すべきと思わ

れるもの 

基本サービスや上記個別サービス費に

あたらないもので、費用の発生する場合

については、別途相談いたします。 

実費  



※ その他個別でご希望されたサービスについては、その都度実費を頂きます。 

 

⑤ キャンセル料 

ご利用者様が利用開始予定日の前日 17 時までに通知することなく、サービスの中止をした場合、1

日分の基本料金の 1 割と 1 日分の食費・滞在費を支払うものとします。ただし、サービス利用直前に

ご利用者様の体調不良等のやむを得ない理由によるサービス中止の場合はキャンセル料の請求は

しないものとします。 

 

⑥ 支払方法 

毎月、１５日までに前月分の請求をいたしますので、末日までにお支払い下さい。お支払いいただき

ますと、領収書を発行いたします。支払い方法は、口座振替と銀行振込のいずれかの方法を選択で

きます。（ご契約の際にお選び下さい。） 

 

５．サービス利用方法 

（１）サービス利用申し込み 

まずは、お電話でお申し込みください。 

ご利用期間決定後、契約を締結いたします。（初回利用に限り）なお、ご利用の予約は３ヶ月前からで

きます。 

※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 

 

（２）利用の中止 

利用途中にサービスを中止して退所する場合、退所日までの日数を基に計算します。 

※ 以下の事由に該当する場合、利用途中でもサービスを中止する場合があります。 

・ ご利用者が中途退所を希望した場合 

・ 入所日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合 

・ 利用中に体調が悪くなった場合 

・ 他のご利用者の生命または健康に重大な影響を与える行為があった場合 

 

（３）サービス利用契約の終了 

① ご利用者の都合でサービス利用契約を終了する場合 

実際に（介護予防）短期入所生活介護をご利用でなければ、文書のお申し出により、いつでも解

約できます。 

この場合、その後の予約は無効となります。 

②自動終了 

 以下の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。 

・ 他の介護保険施設や認知症対応型共同生活介護施設・小規模多機能型生活介護へ入所（利用

開始）した場合 

・ 介護認定区分が、非該当（自立）となった場合（この場合、予約を有効にしたまま、契約条件を変

更して再契約することができます。） 

・ ご利用者が死亡又は被保険者資格を喪失した場合 

 



③その他 

・ ご利用者が、サービス利用料金の支払いを２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもか

かわらず、３０日以内に支払わない場合、またはご利用者やご家族などが当施設や当施設の従

業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、退所していただく場合がご

ざいます。この場合、契約終了３０日前までに文書にて通知いたします。 

・ やむを得ない事情により、当施設を閉鎖または縮小する場合、契約を終了・予約の解消していた

だく場合がございます。この場合、契約終了・予約の解消の３０日前までに文書で通知いたしま

す。 

※ 契約の終了に際しては、その後の予約は無効となります。 

 

（４）介護サービスのご利用にあたっての留意いただきたい事項 

  ・禁止行為 

① 職員に対する身体的暴力（身体的な暴力を持って危険を及ぼす行為） 

② 職員に対する精神的暴力（人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたりおとしめたり

する行為） 

③ 職員に対するセクシャルハラスメント（意に添わない性的誘い掛け、好意的態度の要求等、

性的な嫌がらせ行為） 

 

６． 当施設のサービスの特徴 

（１） 運営の方針 

短期入所生活介護事業所は、ご利用者の心身の特性をふまえて、その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び

機能訓練を行うことにより、ご利用者の心身の機能の維持並びにご利用者のご家族の身体的及び

精神的負担の軽減を図ることを目指すものとする。 

介護予防短期入所生活介護事業所は、ご利用者が可能な限りその居宅において、相互に社会的

関係を築き、自律的な日常生活を営むことができるよう入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常

生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、ご利用者の心身機能回復を図り、もってご利用者の

生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 

短期入所生活介護事業所並びに介護予防短期入所生活介護事業所は、地域や家庭との結びつ

きを重視しながら関係する区市町村や介護保険サービス提供者等と密接な連携を図るものとする。 

 

（２） サービス利用のために 

事項 有無 備考 

男性介護職員の有無 有  

従業員への研修の実地 有  

サービスマニュアルの作成 有  

身体拘束 無 ただし、（介護予防）短期入所生活介護契約書第４条

第３項の規定に基づき、身体的拘束を行う場合もあ

ります。 

その他   

 



 

 

（３）施設利用に当たっての留意事項 

・ 面会 

原則として１９時以降の面会はご遠慮願います。また、風邪症状や体調のすぐれない時はご遠

慮下さい。面会時は面会カードの記入をお願いしております。 

・ 外出 

外出時はご家族の責任において行ってください。ご利用者の体調のすぐれないときはご遠慮願

います。外出に際しては事前に連絡・届出をお願いしております。 

・ 飲酒 

施設内での飲酒については、ご家族意向も含めた自己責任にて行っていただきますが、疾病

や身体状況や体調不良時等において健康管理上、また、共同生活を営む上で、一定の制限

やご遠慮願う場合がございます。 

・ 喫煙 

施設防災上、喫煙に関しては、所定の場所での喫煙等一定の管理をいたします。また、医師

の指示により喫煙をご遠慮願うこともあります。 

・ 設備、器具の利用 

施設が保有する設備・器具の取り扱いは、危険防止のため、職員の指導のもと使用してくださ

い。また、故意にそれらを破損させた場合は弁償していただきます。 

 

・ 金銭、貴重品の管理 

なるべく多額の現金および貴重品を手元に置かず、施設に預けるようお願いします。 

・ 所持品の持ち込み 

施設防災上、火災の心配につながるもの（ストーブ・コンロなど）は不可。また、施設の防災・衛

生管理上好ましくないものはご遠慮いただく場合がございます。 

※ 必要に応じて、ご相談下さい。 

また、なるべく必要な日用品のみとしてください。入所当日に持ち物のチェックをさせていただき

ます（紛失防止のため） 

・ 宗教活動 

他のご利用者や職員に対して布教活動は行わないで下さい。また、信仰上の理由により介護・

看護・医療の提供上、留意する事項がありましたら、事前に申し出てください。 

・ 施設外での受診 

緊急を要する場合、事前に確認した医療機関への受診、救急車の手配等行います。受診時は

原則としてご家族付き添いをお願いします。また、医療機関受診が必要と思われる場合、緊急

連絡先へご連絡しますので、受診をお願いいたします。 

・ その他 

緊急時連絡先等変更ありましたら速やかにご連絡下さい。 

その他、ご不明な点は、生活相談員にお問い合わせ下さい。 

 

（４）その他 

・ 施設において、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、関係機関と連絡をとり、



必要な措置を講じます。 

・ サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市区町村、ご家族等に連絡を行な

うとともに必要な措置を講じます。 

また、サービスの提供により賠償にすべき事故が発生した場合には、加入している賠償責任保

険により損害賠償を行ないます。 但し、事業所の責に帰するべからざる事由による場合は、こ

の限りではありません。 

 

緊急時の対応方法 

ご利用者に容体の変化等あった場合は、医師に連絡する等必要な措置を講ずるほか、ご家族

等へ速やかに連絡いたします。 

 

７． 非常災害対策 

災害時の対応  施設防災対策計画に基づく 

防災設備   消防法に基づく認可済み 

防災訓練   年２回 

防災責任者        五十嵐 英世 

 

 

８． サービス内容に関する相談・苦情 

① 当施設ご利用者相談・苦情担当 

担当 生活相談員 五十嵐 英世 電話 ０４５－５１１－７７８８ 

② 第三者委員 

永塚 庄一  電話 ０４－７１９６－０１８３ 

細井 久男  電話 ０４－７１９６－１０６１ 

③ その他 

当施設以外に、市区町村の相談・苦情窓口でも受けつけています。 

横浜市健康福祉局高齢施設課 

０４５－６７１－３９２３ 

その他、神奈川県国保連合会等でも受けつけております。 

 

１０．当法人の概要 

名称・法人種別  社会福祉法人佰和会 

代表者役職・氏名  理事長 野口 佳春 

 

施設・拠点   特別養護老人ホーム  ２カ所 

                     グループホーム   １か所 

    併設施設 

    （介護予防）短期入所生活介護 ２カ所 

    （介護予防）通所介護  ２カ所 

    居宅介護支援   １カ所 

    地域包括支援センター  １カ所 



 

１１．その他 

協力病院 虎ノ門中村クリニック、新緑総合病院 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

（介護予防）短期入所生活介護にあたり、ご利用者に対して契約書および本書面に基づいて重要な

事項を説明しました。 

事業者 

所在地  神奈川県横浜市緑区白山４丁目７４番３号 

名称  特別養護老人ホーム 横浜ナーシングビレッジ 

施設長      倉持 あおい  印 

説明者 生活相談員   印 

 

私は、契約書および本書面により、事業者から（介護予防）短期入所生活介護利用について重要事

項の説明に同意し交付を受けました。 

 

ご利用者  住所 

     氏名     印 

（代理人） 住所 

     氏名     印 


